平成20年度　第３回　岸和田市障害者施策推進協議会　会議録
	会議名
	第３回　岸和田市障害者施策推進協議会

	日時
	平成21年3月18日（水）午前10時～12時

	場所
	岸和田市立公民館4階　

	出席委員
	松端委員、太谷委員、竹内委員、岩佐委員、寺田委員、青山委員、
板原委員、山本委員、和中委員、川口委員、小八ヶ代委員、松谷委員、
小笠原委員　　　　　　　　　　　　      　　　　　　以上　13名

	欠席委員
	池添委員、谷口委員、松藤委員、尾﨑委員、宮園委員、山内委員　　　　　　　　以上　 6名

	　当事者団体
	岸和田市視覚障害者協会、岸和田市手をつなぐ育成会　　　以上2団体

	事務局
	岡本保健福祉部長、高田障害福祉課長、
小林障害福祉課参事、鶴田嘱託員

	傍聴人数
	0名

	次第
	１　開会
２　議事
（１）第2期岸和田市障害福祉計画（案）の諮問について
　　①第2期岸和田市障害福祉計画素案修正（案）について
　　②パブリックコメントの結果について
（２）答申について
３　その他
４　閉会

	配布資料
	資料１　第2期岸和田市障害福祉計画素案修正（案）
資料２　第2期岸和田市障害福祉計画意見公募のまとめ


会議の冒頭で、本市の障害者施策推進協議会の定数および人選について議論があり、その議論をふまえ、定数の拡大について協議会として答申に意見を付帯することになる。
【議事内容】
（１）第2期岸和田市障害福祉計画（案）の諮問について
①第2期岸和田市障害福祉計画素案修正（案）について

（資料１に基づき事務局から説明）
資料追加…自立支援協議会イメージ図の追加

副会長：自立支援協議会…いろいろな団体はあるが、団体に入っていない障害者・当事者の声が聞ける相談の仕組みづくり、関係機関のネットワークをつくることにより施策に反映させる。声を上げられない障害者の声を聞く場としてどのように制度に結び付けていくのかを作っていくことだ。
委　員：例えば障害者手帳の申請の仕方を知らないとか　病院に入院していて手術後6ヶ月以上たたないと申請が出来ないとか、要介護の人が増えているにも係らず年齢が高いので、手帳の申請をした方がいいと教えてくれる病院となんらかの障害者手帳の存在すら教えてくれない病院がある。
独居の方で退院してから障害者手帳の申請手続きをしたら、手帳が出来るまで２～3ヶ月かかる。退院しても、独居の方は、障害者手帳がなかったら重度訪問介護が利用できないので、数ヶ月は自費が発生する。
オムツの交換が必要な方は生活援助以外に身体介護がたくさんつくので介護の支給限度を超えてしまう。
介護保険制度のシステムの中で生きている障害者や高齢の方はシステムを利用しているにもかかわらずシステムの説明がないので、システムの中で動いているという自覚がない。

要介護４・５の状態で退院して介護の限度額を超えている方は、障害者手帳がなくても申請をしているというみなしで重度訪問介護が利用できるような柔軟な対応はできないか。実利用者数と見込の数がはるかに違う。重度訪問介護をみなしで使えるような方向でお願いしたい。
会　長：介護保険と障害サービスの併用が出来ればよいが。

　　　副会長：必要な人に必要な情報が届くということが大事である。
ケアマネがよく知っているかどうか、きちんと説明が出来ているかどうか。

　　　　　　制度上の問題で、さかのぼって見込での利用は無理。結果として区分が認められなかった場合が困る。

委　員：自立支援協議会が実態を把握するには、一番わかっている現場である作業所・施設で働いている人・当事者の声を現実に聞いて反映させてもらいたい。言いっぱなし・聞きっぱなしでは困る。
会　長：自立支援協議会では、全体部会の下に就労支援・地域移行支援があって、また、困難事例などの対応を協議することになる。
副会長：堺市には当事者の会（50人くらい）が有り、そこで色々な人の声を聞いている。
当事者団体：知的障害者支援学校はいっぱい。
砂川センター（泉南）に支援学校を作るという案があるが、佐野支援学校でも遠いのに、岸和田市として不便だという声を大阪府に対してあげてはどうか。

委　員：地域活動センターのⅠ型　かけはし、４月からⅢ型　なごみの相互利用は認められないのか。

　（現在は作業所であるなごみと→地域活動センターⅠ型との併用できてい
る。）作業所に行かない日にⅠ型を利用している。

会　長：作業所とⅠ型を併用しているということか。

副会長：地域活動センターの併用は無理。
事務局：この件は、持ち帰り調べます。（大阪府に確認：Ⅰ型とⅢ型の基礎的事業が同様のため相互利用不可である。）
委　員：応益負担が従来の応能負担（１割負担）になるだろうと聞いたが。

会　長：介護保険と一緒にするなら1割負担だが統合はしていない。
委　員：その件は自立支援法29条（介護給付費又は訓練等給付費）の見直しに関わるものだと思う。平成22・23年の自立支援法の5年目の見直し、社会福祉法10年目の見直し、介護保険法の5年見直しとかがあるが、当面は減免になる。

会　長：応能負担に戻す方向だが、実質的に現在そのようになっているので、大きな法改正はないと聞いている。政権交代があればわからないが、市として何かが出来るというレベルではない。

委　員：自立支援法で市として出来る事はないと言われたが、与党PT案でも、民主党でも言っていたが、障害程度区分は介護保険のものを土台にしてそのまま持ってきたために障害者には合わない内容になっている。　　

減免ということを前提にして、障害程度区分を可能な限り上げていくというやり方をして、障害福祉サービスを増やしてあげる。減免措置で負担は変わらない。
障害程度区分を批判的に言うと区分６が３にも２にもなる。そうすると給付内容が変わる。他市で６（障害程度区分）なのに、岸和田市では、４しか判定は出ないだろう。市の判定に高い配慮が必要。

会　長：国では障害程度区分については議論になったが、障害が重くなると負担が大きくなるという構造なので、市として運用上、柔軟に出来るのではないかということですね。

　　②パブリックコメントの結果について

　（資料２に基づき事務局から説明）

会　長：４名の方から８項目ということですが、パブコメにあるようにオブザーバー参加では納得いただけていない。

委　員：当事者の発言では戻せということなので、その考え方でしてほしい。

委　員：岸障連での集約は障害の特性によって違うので無理である。多様な方々の参加をしていただくことがよい。事務局でもう少し調整をしてほしい。

会　長：定数の増員を考える。当事者だけでなく関係機関の参加も必要なので、20名枠でなく、もう少し増やすことも事務局サイドで考えてもらう。
会　長：改正案と定数の件については、事務局と話し合い答申の付帯意見でまとめさせていただきます。よろしいでしょうか。
委　員：異議なし。

会　長：そのほかで、いかがですか。
委　員：グループホーム、ケアホームを地域移行と考えているが、箱物以外で地域移行を考えているのか。
会　長：具体的なひとつとして捉えていて、そのほかに訪問系の重度訪問介護などもある。

委　員：発達障害の方がかなり多い。もともと、統合失調症と診断されていて経過の中で発達障害とわかった方で、大人になってからわかった方が多い。
精神障害と対応が違うのでなかなか受け入れられる機関を考えてはどうか。

会　長：発達障害とはどういうものなのか。精神障害とも知的障害ともカテゴリーが違う。対人関係にこだわりがあってうまく取れない。原因はわからないが増えている。

委　員：数は増えているが実態がつかめていない。研究そのものも遅れている。原因不明である。国も大阪府も発達障害の予算は別途で組んでいる。

会　長：人前でしゃべれない子供が増えている。

委　員：自閉症が伴うアスペルガー症候群だと診断する医師もいる。決め手がない。知的障害・統合失調症に似た症状もある。

委　員：外国ではどうか。

会　長：その人の何を持って障害と判断するのか。

委　員：障害と認定してどうするのか。

会　長：発達障害だからではなく、現実の生活で仕事に就けないなら支援が必要だという事で、相談支援事業の対象になる。

（２）答申について

　　改正案と委員の定数増について、協議会として意見を付帯する。
　　　会　長：本日はどうもありがとうございました。
　　　　本会議録に相違ないことを認め署名する。

会　長

署名委員
署名委員
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